
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

参考資料（白河市防災ラジオの貸与に関する要綱） 

（費用負担） 

第５条 利用者は、次の費用を負担しなければならない。 

(1) 新たに貸与を受ける防災ラジオ１台につき３，０００円（以下「一部負担金」とい 

う。）。ただし、第２条第２号及び第４号に掲げる者又は次のいずれかに該当する世帯は不要

とする。 

ア 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく要介護認定において、要介護３から５ま

でのいずれかに認定されている者がいる世帯 

イ 申請時点において、満７０歳以上の単身世帯又は満７５歳以上の者のみで構成されてい

る世帯 

ウ 身体障害者手帳１級又は２級で第１種の交付を受けている者がいる世帯 

エ 療育手帳Ａの交付を受けている者がいる世帯 

オ 精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている単身世帯 

カ 指定難病医療費受給者証を所持している者がいる世帯 

キ 生活保護を受給している世帯


